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予算事業名 インターネット・ホットライン業務
事業開始

年度
平成１８年度 作成責任者

担当部局庁 警察庁 担当課室 情報技術犯罪対策課
情報技術犯罪対策課長

四方　光

会計区分 一般会計 上位事業 生活安全警察

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
－

関係する計
画、通知等

－

事業概要
（5行程度以内）

　インターネット上の違法・有害情報に対する対策を効果的かつ効率的に推進し、サイバー空間の浄化を図るため、一
般のインターネット利用者からの違法情報・有害情報に関する通報を受理し、警察への通報や、プロバイダ、INHOPE
（International Assosiation of Internet Hotlines。各国のホットライン相互の連絡組織。）等への削除依頼を行うホットライ
ンの業務委託を実施している。

実施状況

　平成２１年中には130,586件（前年比-4,540件）の通報を受理し、その内20,659件（同+12,438件）の違法情報が警察庁
に通報された。プロバイダ等に対しては18,467件（同+9,793件）の削除依頼を行い、うち16,064件（同+8,900件）が削除さ
れた。本業務からの通報により検挙されたのは110件（同+100件）である。関係機関・団体への情報提供は1,382件（同
+77件）であり、またINHOPEへの通報は664件（同+111件）であった。

予算の状況

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度要求

予算額(補正後） 96 121 160 155 139

執行額 96 121 150予算の状況
（単位:百万円）

執行額 96 121 150

執行率 100% 100% 94%

総事業費(執行ベース) 96 121 150

自己点検
（使途の把握水
準や見直しの余

地等）

本事業については、警察庁が直接外部委託したことから、支出先を把握している。
本事業は、インターネット上の違法・有害情報に対する対策を効果的かつ効率的に推進するためには有効であり、引き
続き実施する必要がある。
現在、インターネットホットライン業務については、単年度で委託しているが、受託先においてIT機器の調達を伴うもので
あることから、IT機器のリース等に係る経費の削減を図るため、複数年度での契約に移行することができないか検討す
る。
また、本事業については、一般競争入札をしたところであり、引き続き競争性の高い調達の実施に努める。

資金の流れ
／

費目・使途

A.　(財)インターネット協会

費　目 使　途
金　額

(百万円）

人件費等 通報の受理・分析等 135

物品借上 IT機器のリース料 15

計 150

Ａ．(財)インターネット協会
１５０百万円

受託したホットライン業務

を実施

警察庁
１５０百万円

ホットライン業務を委託

【一般競争入札】



「インターネット・ホットラインセンター」の概況

※ 1999年に設立された団体。
2009年８月時点で35団体

（31の国・地域）が加盟。
日本では、財団法人インター
ネット協会が2007年３月に加
盟。

※


